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Ⅰ 財政計画の概要 

１ これまでの取組み 

平成 16 年３月 31 日に４町合併により新設された本市は、合併前の各旧町時代における大規

模事業の実施に伴う市債の増発により、多額の市債償還に追われ、早期健全化団体への転落も

危ぶまれる状況にありました。 

そこで、この危機的状況から脱却するため、平成 19 年度に財政健全化計画（第１次リバイ

バルプラン：計画期間５年（平成 19～23年度））を策定し、人件費をはじめ、事務管理経費

の削減、普通建設事業の抑制等の内部努力のほか、市単独補助金等の減額など、市民の皆さま

にも御協力を賜りながら、多額の市債を返済することで、財政危機を一時的に乗り越えること

ができました。 

第１次リバイバルプラン終了後も内部努力による経費節減を継続するとともに、自主財源の

確保に向けた取組みを強化するため、平成 24 年度に、第２次財政計画（第２次リバイバルプ

ラン：計画期間２年（平成 24～25 年度））を策定し、行政サービスの選択と集中、内部努力

による人件費や普通建設事業の抑制により捻出された財源を、雇用の創出、人口減少の抑制及

び地域力の向上に効果の高い施策へ集中投下することで、自主財源となる税収の向上を図り、

好循環を生み出せるよう、全庁的に取組みました。 

これらの取組みにより財政状況は改善したものの、普通交付税の一本算定化に向けた段階的

縮減により、平成 26 年度からの５年間で普通交付税が約 16 億円少なくなることが見込まれて

いたことや、当時は平成 27 年 10 月から 10％に上がる見込みであった消費税の増税による消費

の冷え込みに対する懸念、少子化対策等に伴う扶助費の増加、市債や地方交付税の代替措置で

ある臨時財政対策債の償還額の高止まりなど、財政の硬直化が進みつつあった状況の中で、第

３次財政計画（計画期間６年（平成 26～31 年度））を策定し、歳入に見合った歳出予算を組

めるよう事業の選択と集中を図り、長期的・安定的な住民サービスを提供できる財政基盤の確

立に努めました。 

また、本市の行政改革の基本となる「上天草市行政改革大綱」の取組みとして、財政基盤の

強化、自主財源の確保、行政コストの削減を柱として、市民との連携と調和により財政健全化

を図り、将来を見据えた財政運営に努めました。 

２ 計画策定の目的 

４町合併から 17年目を迎える今、まちの未来づくり計画である「第２次総合計画」に掲げ

る最重点戦略をはじめ、各種施策に引き続き取り組むことが重要ですが、合併に伴い必要とな

る事業に活用できる合併特例債の発行期限が合併から 20 年目（令和５年度）までであること

や、今年度からの普通交付税の一本算定化により本市歳入の約４割を占める普通交付税が減少

するなど、財政運営が一層厳しくなることが懸念されます。 

こうした状況の中で、集中的な投資と健全な財政運営の両立を図り、４町合併から 20 年後

の本市財政の姿を的確に見通すため、第４次財政計画を策定しました。 
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３ 計画の位置付け 

本計画は、まちの未来づくり計画である「第２次総合計画（後期基本計画）（平成 31 年３

月策定）」における個別計画として位置付け、「上天草市行政改革大綱」と相互に関連付ける

とともに、予算編成等の指針とします。 

４ 計画期間 

本計画の期間は、第３次財政計画に続く令和２年度から、第２次総合計画（後期基本計画）

の終期である令和５年度までの４年間とします。 

なお、合併特例債の発行期限が令和５年度までであることから、その後の本市財政の姿を示

すため、令和６年度までの財政収支を試算します。 

また、令和元年度と令和２年度についてはそれぞれ直近の予算額を用い、令和元年度予算額

には平成３０年度からの繰越予算額を含めて試算します。 
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Ⅱ 本市財政の現状 

１ 歳入の状況 

本市の歳入は、合併初年度の 194 億円から、平成 17 年度の国勢調査における人口減の影響

等による普通交付税の減少や、普通建設事業費等を抑制した影響による国県支出金及び市債の

減少により、平成 21 年度にかけて 160 億円台に減少しました。 

その後、平成 22年度地方財政計画における地域活性化・雇用対策特例費の新設による地方

交付税の増加、子ども手当の創設や国の経済対策による国県支出金の増加、合併特例債を活用

したハード整備等による市債発行額の増加により、平成 25年度には 190 億円台に増加しまし

た。 

近年では、平成 26 年度から始まった普通交付税の合併算定替えに係る段階的縮減により、

普通交付税は減少傾向にあります。平成 28 年度は、地域振興基金積立ての財源として合併特

例債を発行（11.4 億円）したことや、ふるさと応援寄附金の増加（対 H27 比３億円増）、平成

30 年度は、普通建設事業費の増加に伴う市債発行額の増加（対 H29 比 9.4 億円増）や、ふるさ

と応援寄附金の増加（対 H29 比 1.1 億円増）により 190 億円を超えましたが、これらの特殊要

因を除けば、おおむね 180 億円前後で推移しています。 
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２ 自主財源・依存財源の状況 

自主財源は、本市が自主的に収入できる財源で、市税、使用料、手数料、財産収入、寄附

金、基金繰入金等があります。 

依存財源は、国・県が定める具体的な基準ないし意思決定に基づき収入する財源で、地方譲

与税、地方交付税、国県支出金、市債などがあります。 

歳入に占める自主財源の割合は、財政運営の自主性・安定性を図る尺度になりますが、本市

の場合、おおむね 20％台で推移しており、改善は難しい状況にあります。 

 

３ 歳出の状況 

本市の歳出は、合併初年度の 183 億円から、人件費・事務管理経費の節減や普通建設事業費

の抑制等により、平成 20 年度には 156億円まで減少しました。 

しかし、平成 22年度における子ども手当の創設に伴う事業費の増加、子育て施策の充実に

伴う保育所施設給付費等の増加、学校の耐震化事業や松島庁舎建設事業等の合併特例債等を活

用した普通建設事業費の増加、上天草総合病院や水道事業への補助費等及び国民健康保険事業

や介護保険事業等への繰出額の高止まりにより、平成 25 年度には 180 億円まで増加しまし

た。 

近年では、平成 26 年度に行った市債の繰上償還（11 億円）、平成 28年度に行った地域振興

基金の積立て（12 億円）といった特別な要因を除き、170 億円前後で推移しています。 

人件費、扶助費、公債費を合わせた義務的経費は、平成 26年度を除いて、おおむね 80 億円

台で推移しています。人件費は職員数の削減等により減少していますが、少子化対策等による

社会保障費の増加により、扶助費は増加傾向にあります。公債費は、繰上償還や市債発行額の

抑制に取り組む一方、発行期限が令和５年度までとなる合併特例債を活用した地域振興基金の

積立て、公共施設の耐震化・統廃合・新規事業の実施により、横ばいで推移しています。 
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４ 収支の状況 

第３次財政計画を策定した平成 25 年度から、直近の平成 30 年度までの本市の収支状況は次

のとおりです。 

歳入に見合った歳出予算を編成し、事業の選択と集中を図り、長期的・安定的な住民サービ

スを提供できる財政基盤の確立に努めた結果、実質収支は黒字を維持しています。 
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５ 基金残高の状況 

本市の基金残高は、合併初年度の 24 億円から、平成 30 年度末には約３倍の 79 億円に増加

しました。 

内訳では、年度間の財源の過不足を調整するための財政調整基金が８億円から約５倍の 42

億円に増加しました。市債を計画的に償還するための減債基金は、合併当初は２千百万円とご

く僅かでしたが、６億円に増加しました。特定の目的のために積立てる特定目的基金は、16 億

円から 31億円に増加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 市債残高の状況 

本市の市債残高は、合併初年度の 244 億円から、平成 30 年度には 168 億円まで減少しまし

た。内訳では、地方交付税の代替措置である臨時財政対策債が 28億円から 55 億円に増加した

一方、公共施設の建設等に充当する市債（以下「建設地方債等」と言う。）が普通建設事業費

の抑制の取組みや過去に発行した高利率の市債の繰上償還等により、216 億円から 113 億円に

大きく減少しました。市債は市の借金ですが、例えば、合併特例債（残高 44 億円）や過疎対

策事業債（残高 24 億円）は元利償還額の 70％、臨時財政対策債はその 100％が普通交付税措

置の対象となっており、市の自主財源で全てを負担するものではありません。 

 

 

 

 

 

 

819 450 480 511 564 
876 

1,478 
1,978 2,136 2,138 2,239 2,940 

3,412 
3,838 

4,190 

21 71 171 201 239 
290 

620 

620 621 
1,121 616 

617 
617 

618 
618 

1,588 1,574 1,364 
1,165 1,068 

992 

965 

1,166 
1,236 

2,196 
2,247 

2,145 

3,573 
3,473 3,105 

2,428 
2,095 2,015 1,877 1,871 

2,158 

3,063 

3,764 
3,993 

5,455 
5,102 

5,702 

7,602 
7,929 7,913 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

単位：百万円 基金残高の状況 財政調整基金 減債基金 特定目的基金

2,801 3,423 3,899 4,265 4,562 5,082 5,750 6,048 6,224 6,333 6,057 6,085 5,921 5,726 5,474 

21,646 20,630 19,677 18,470 16,957 15,346 14,118 13,283 12,825 13,281 
11,770 10,957 11,711 11,043 11,321 

24,447 24,053 23,576 22,735 
21,519 

20,428 
19,868 19,331 19,049 

19,614 
17,827 

17,042 17,632 16,769 16,795 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

単位：百万円 市債残高の状況 臨時財政対策債

建設地方債等



7 

 

７ 財政指標の推移 

人件費、扶助費、公債費など、毎年固定的に支出される経常的経費に、市税や地方交付税な

ど使途の制限がない一般財源がどの程度充てられているかを示す経常収支比率は、合併初年度

の 97.7％から平成 22年度には 85.2％に改善しましたが、最近では 95％前後まで上昇していま

す。子育て施策の充実に伴う児童福祉費等の経費が増加する一方で、普通交付税の段階的縮減

等による一般財源の減少が主な要因と考えられます。この比率が高いほど、政策的に使える一

般財源が乏しい、財政構造が硬直化した状況を示しています。公営企業や一部事務組合への繰

り出しを含めた公債費が、本市の財政規模に占める割合を示す実質公債費比率は、一時 18.0％

を超える危機的状況でしたが、平成 20 年度以降は低下し、平成 30 年度には 11.7％に改善して

います。この比率が 25.0％を超えると早期健全化団体となり、財政健全化計画を議会の議決を

経て定め、公表するとともに都道府県知事へ報告するなど、財政的な制約が生じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 公営企業への繰出しの状況 

本市は、上水道事業、下水道事業、病院事業、電気事業、物揚場造成事業を公営企業会計で

実施しています。公営企業は、その経営に必要な経費は経営に伴う収入（料金）をもって充て

る独立採算制が原則です。 

しかし、その性質上、企業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費や、能率

的な経営を行ってもなおその経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難な経費等

については、国が示す基準に沿って一般会計等が負担することとなっています。 

平成 25 年度から平成 30年度までの繰出しの状況は次のとおりです。 

電気事業は、平成 26 年度の事業開始に伴い必要となった経費に対して４百万円を繰出した

のみで、その後の繰出しはありません。物揚場造成事業は、企業債償還に係る経費に対して２

百万円から９百万円を繰出していますが、今年度で完済の予定です。病院事業は、企業債償

還・救急施設・看護学校の運営等に係る経費に対して毎年３億円程繰出しています。平成 27

年度と平成 28 年度の増加は、看護学校を改築したことに伴うものです。上水道事業と下水道
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事業は、企業債償還に係る経費に対して１億円から２億円程繰出しています。施設整備等に要

する多額の経費を利用者からの料金収入のみで賄うことは適当ではないため、適正な料金設定

を超える部分について一般会計で負担しています。 
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Ⅲ 財政計画 

１ 歳入の見通し 

（１）市税 

市税は、本市が自主的に収入できる自主財源の中で大きな割合を占めるもので、平成 30

年度決算では歳入全体の約 12％、自主財源全体の約 45％を占めています。 

個人市民税については、熊本地震後の復興需要による増加は収束に向かうものとみられる

ことから、熊本地震発災前の平成 27 年度以降の推移を基に推計しました。 

法人市民税については、令和元年 10 月からの法人税割の税率変更（9.7％→6.0%）及び平

成 27 年度以降の推移を基に推計しました。 

固定資産税については、過去の推移から各年度において対前年度比１％の増加を見込み、

令和３年度の評価替えについては平成 30年度の下落率を用いて推計しました。 

たばこ税については、分煙等に関する状況を踏まえて減少すると仮定し、軽自動車税及び

入湯税はほぼ横ばいで推移すると仮定して推計しました。 

その結果、23 億円程度で横ばいの状況が見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地方譲与税・各種交付金 

地方譲与税は、本来地方税に属すべき税源を一旦国税として徴収し、これを国が自治体に

対して譲与するものです。 

自動車重量譲与税及び地方揮発油譲与税については、平成 27 年度以降の推移を基に、一

定額で推計しました。 

各種交付金は、本市では８種類あり、それぞれ以下のように推計しました。 

地方消費税交付金については、令和元年度現計予算額を基に、同年 10 月からの税率引上

げ（8％→10％、うち地方 1.7％→2.2％）を踏まえて推計しました。 

その他（利子割交付金、配当割交付金、株式譲渡所得割交付金、ゴルフ場利用税交付金、
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自動車取得税交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金）については、ほぼ横ばい

で推移すると仮定して推計しました。 

その結果、令和２年度以降、8.5 億円程度で横ばいの状況が見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）地方交付税 

地方交付税は、財源不足の自治体に交付される普通交付税と、普通交付税では補足されな

い特別の財政需要に対して交付される特別交付税があります。 

普通交付税については、一本算定化された令和元年度の交付額を基に、令和２年度に行わ

れる国勢調査において予想される人口減少による減少と市債の元利償還金の増減に伴う影響

を踏まえて推計しました。 

なお、普通交付税の代替措置である臨時財政対策債については、令和元年度の振替率を用

いて算出しました。 

特別交付税については、その年々の特別な財政需要により変動しますが、現時点で将来的

に特別な財政需要は想定されないことから現状維持と仮定し、直近である令和元年度現計予

算額を据え置きました。 

その結果、74 億円程度で横ばいの状況が見込まれます。 
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（４）分担金・負担金、使用料・手数料 

分担金・負担金は、自治体が行う事業により一定の利益を受ける方に、その受益の程度に

応じて負担していただくものです。また、使用料・手数料は、公共施設の使用等の対価や、

特定の方に対して行う行政サービスの対価として利用者からいただく実費負担的なもので

す。 

分担金・負担金については、平成 27 年度以降の推移と、令和元年 10 月からスタートした

幼児教育無償化に伴う私立保育園の利用者負担金の減少を踏まえて推計しました。 

使用料・手数料については、平成 27 年度以降の推移と、分担金・負担金と同じく、幼児

教育無償化に伴う市立保育園の利用料の減少を踏まえて推計しました。 

また、令和元年 10 月からの消費税増税を踏まえ、適正な受益者負担の観点から手数料の

見直しを想定して推計しました。 

その結果、令和２年度にかけては幼児教育無償化の影響により減少し、その後もわずかに

減少して令和６年度では 1.9 億円となることが見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）国庫支出金、県支出金 

国庫支出金、県支出金は、自治体が行う特定の事業に対して、法令等や要綱に基づいて交

付されるものです。 

国庫支出金及び県支出金については、普通建設事業費（投資的経費）と、扶助費、物件

費、補助費等（消費的経費）に分け、事業費総額に占める過去３カ年の国庫支出金、県支出

金の割合を算出し、令和６年度までのそれぞれの事業費に乗じて推計しました。 

その結果、普通建設事業費が年々減少する見込みであることに伴い、令和元年度の 36.4

億円を境に減少傾向となり、令和６年度では 28.7 億円に減少することが見込まれます。 
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（６）市債 

市債は、本市が財政運営上必要とする資金を１会計年度を超えて外部から借り入れるもの

です。 

建設地方債等については、普通建設事業費の見込みを基に、事業の実施予定年度ごとにそ

の財源となる市債を算出して推計しました。 

臨時財政対策債については、普通交付税の推計と同様に推計しました。 

その結果、国庫支出金・県支出金と同様に、普通建設事業費が年々減少する見込みである

ことに伴い減少し、併せて、令和２年度が発行期限となる緊急防災・減債事業債、令和５年

度が発行期限となる合併特例債などの影響により、令和元年度の 40.3 億円を境に減少傾向

となり、令和６年度では 5.4 億円にまで大きく減少することが見込まれます。 
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（７）その他（財産収入、寄附金、繰入金、諸収入、繰越金） 

財産収入は貸付や売却による収入、基金利子等、寄附金はふるさと応援寄附金等、繰入金

は基金繰入金等、諸収入は貸付金元金収入や雑入等、繰越金は前年度の決算剰余金です。 

ふるさと応援寄附金については、直近の寄附額の推移を基に推計しました。 

繰入金については、公共施設マネジメント基金など、特定目的基金の繰入見込みを積算し

て推計しました。なお、財政収支の赤字を補填するための財政調整基金繰入金は、財政運営

の結果として繰入れるものであるため、令和３年度以降は推計に含みません。 

繰越金については、財政収支の黒字額と同額です。 

その他については、過去の推移を基に今後の見込み等を考慮して推計しました。 

その結果、令和３年度以降、寄附金以外はほぼ横ばいの状況が見込まれます。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

２ 自主財源・依存財源の状況 

歳入に占める自主財源の割合は、25％前後でほぼ横ばいで推移することが見込まれ、改善は

難しい状況にあります。 
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３ 歳出の見通し 

（１）人件費、扶助費、公債費（義務的経費） 

人件費は、職員の給料及び手当、議員や各種委員会委員等の報酬等の経費です。 

職員の給料及び手当については、定員管理計画による職員数及び退職者数の見込みから推

計しました。 

報酬等については、令和２年度からの会計年度任用職員制度への移行を踏まえて推計しま

した。 

その結果、職員数は合併当初と比較して 120 人以上削減していることなどからこれ以上の

削減は見込めず、28 億円程度で横ばいの状況が見込まれます。 

② 扶助費 

扶助費は、児童・高齢者・障がい者・生活困窮者等に対し、主に法令等に基づいて実施す

る事業に要する経費です。 

扶助費については、過去３カ年の推移と、対象となる受給者数等の見込みを踏まえて推計

しました。 

その結果、少子化の影響による児童手当の減少等により、令和２年度の 31.3 億円を境に

減少し、令和６年度には 29.2 億円となることが見込まれます。 

③ 公債費 

公債費は、市債の元利償還に要する経費です。 

公債費については、過去に発行した市債の元利償還予定額と、今年度以降に発行を見込ん

でいる市債の元利償還見込額とを合算して算出しました。 

その結果、令和４年度に 25.8 億円まで増加しますが、その後は減少し、令和６年度には

22.8 億円になることが見込まれます。 

人件費、扶助費、公債費を合わせた義務的経費全体では、令和４年度にかけて 83.2 億円

まで増加しますが、その後は減少に転じ、令和６年度では 79.7 億円になることが見込まれ

ます。 
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（２）物件費 

物件費は、賃金、旅費、需用費、役務費、委託料等の経費です。このうち、賃金は、会計

年度任用職員制度移行に伴い、令和元年度限りで廃止されます。 

委託料については、今後の執行予定額を事業ごとに積算して推計しました。 

その他は、過去の推移を基に、消費税増税の影響を踏まえて推計しました。 

令和元年度と令和２年度は、公衆無線ＬＡＮ環境整備委託事業や公共施設長寿命化計画策

定委託事業等の実施により大きく増加しています。令和３年度以降は、17 億円程度で横ばい

の状況が見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）普通建設事業費 

普通建設事業費は、公共土木施設、農林水産施設、学校施設等の公共施設や庁舎等の公用

施設の整備や維持補修に要する経費です。 

普通建設事業費については、事業実施に当たり、毎年度、普通建設事業計画を策定し、計

画的に事業を実施しています。近年では、合併特例債の発行期限が迫る中、重点的に予算を

配分しているため、事業費が大きくなっています。 

推計にあたっては、公共施設等総合管理計画アクションプランや普通建設事業計画を基

に、現時点において計画している全事業を対象に推計しました。令和２年度から令和５年度

までの事業費を平準化した場合、毎年 20億円程度となりますが、合併特例債の発行期限後

となる令和６年度では 15.6 億円となり、大幅に減少することが見込まれます。 
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（４）繰出金 

繰出金は、一般会計から国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別

会計、物揚場造成事業特別会計へ運営経費等を繰出す経費です。 

国民健康保険特別会計については、過去の推移から一定額を据え置いて推計しました。 

介護保険特別会計については、令和元年９月からの介護報酬改定の影響と、過去の推移を

基に推計しました。 

後期高齢者医療特別会計については、近年の被保険者数の動向と過去の推移等を踏まえて

推計しました。 

物揚場造成事業特別会計は、対象となる市債の償還が令和元年度で完了することから、今

後の繰出しはありません。 

その結果、介護保険特別会計と後期高齢者医療特別会計への繰出金がそれぞれ増加するこ

とから、令和元年度の 17.3 億円から令和６年度では 18.3 億円になることが見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）補助費等 

補助費等は、法令や市の要綱等に基づき事業者等に対して補助金を交付するものや一部事

務組合に対して共同事業の負担金として支払う経費（以下、「補助事業等」と言う。）のほ

か、地方公営企業である上水道事業、下水道事業、病院事業に対して繰出基準に基づき一般

会計から繰出す経費があります。 

補助事業等については、国や県の各種補助制度の動向、市独自の補助金については、平成

25 年３月に策定した補助金ガイドラインに基づく見直しの状況を踏まえ、今後の所要見込額

を積算して推計しました。 

公営企業への繰出金については、各公営企業において策定した経営戦略に沿った取組みや

事務事業の見直し等を踏まえて推計しました。 

その結果、令和元年度の 26.5 億円から徐々に減少し、令和６年度では 22.7 億円になるこ

とが見込まれます。 
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（６）その他 

その他は、公共施設等の維持補修費、積立金、出資・貸付金、災害復旧費があります。 

維持補修費については、施設の老朽化等の影響により、過去の推移において年々増加傾向

にあることを踏まえて推計しました 

積立金については、特定目的基金への積立に係る所要見込額と、毎年度の決算剰余金の財

政調整基金への積立を見込んで推計しました。 

出資・貸付金については、病院事業に対する市債償還の出資金と、奨学資金貸付金の所要

見込額を算出して推計しました。 

災害復旧費については、令和３年度以降は計上していません。 

令和元年度は、公共施設マネジメント基金を 10億円積立てたことにより増加していま

す。令和３年度以降は、ふるさと応援寄附金の積立てにより徐々に増加することが見込まれ

ます。 
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４ 収支の見通し 

（１）今後の財政収支の見通し 

令和元年度から令和６年度までの財政収支の見通しは次のとおりです。 

令和元年度と令和２年度は予算額を記載しているため収支差額はありませんが、令和３年

度は 56 百万円の赤字となり、財政調整基金を取り崩して補填する必要があります。 

令和４年度は 17百万円の黒字、令和５年度は３億 49 百万円の黒字となりますが、合併特

例債が発行できなくなる令和６年度には１億 87百万円の赤字となり、非常に厳しい財政状

況となることが懸念されます。 
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（２）基金残高の見通し 

基金残高については、令和元年度が 79億 27 百万円、令和２年度が 75億 49 百万円、令和

３年度が 74 億 16 百万円、令和４年度が 73 億 48 百万円、令和５年度が 72 億 88 百万円にそ

れぞれ減少します。 

内訳では、財政調整基金について、令和元年度から令和３年度及び令和６年度の収支差額

を補填するために取崩すことから、令和６年度には 30 億 57 百万円となります。 

特定目的基金について、ふるさと応援基金が増加する一方、公共施設マネジメント基金や

地域振興基金を取崩すことから、令和６年度には 36 億 61 百万円となります。 

 

 

（３）市債残高の見通し 

市債残高については、令和元年度が 186億 25 百万円、令和２年度が 187 億 46 百万円に増

加しますが、その後は市債発行が減少するため、令和６年度には 147 億 28 百万円となりま

す。 
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（４）財政指標の見通し 

経常収支比率については、地方税や地方交付税等の経常一般財源等は増収が見込めず横ば

い傾向である一方、義務的経費、物件費、繰出金等は増加することが見込まれるため、しば

らくは高い水準で推移することが見込まれます。その後は、公債費の減少等により、令和６

年度には 91.5％に改善すると見込んでいます。 

実質公債費比率については、市債発行額が令和元年度の約 40 億円をピークに大きく減少

することや、市債残高の多くが元利償還金に対する普通交付税措置率が高い合併特例債や過

疎対策事業債であり、本市の実質的な負担は小さいことから、令和６年度には 10.1％に下が

ると見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 本市人口の推移 

  本市の人口は平成 12 年度が 35,314 人、平成 17 年度が 32,502 人、平成 22 年度が 29,902 人、

平成 27 年度が 27,006 人と減少しています。65歳以上の高齢者が占める割合は年々増加し、高

齢化が進んでいますが、高齢者数は減少しています。国立社会保障・人口問題研究所（社人研）

による人口推計では、総人口は５年ごとに 2,000 人程度が減少し、令和７年度には 23,158 人に

なると予想されており、本市の財政規模は今後縮小に向かうことがうかがえます。 
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６ 健全な財政運営に向けた取組み方針 

（１）目標値について 

財政計画の上位計画である「第２次総合計画（後期基本計画）」において、令和５年度ま

での成果目標として、次の項目を掲げています。 

【経常収支比率】  令和５年度目標：９５．０％ 

【実質公債費比率】 令和５年度目標：１５．０％ 

 

（２）取組み方針について 

令和５年度における経常収支比率は、成果目標である 95.0%をかろうじて達成できる見込

みですが、依然として高い水準にあります。 

また、実質公債費比率についても、成果目標未満を維持できる見込みですが、公共施設等

の維持管理や老朽化対策等に多額の費用が見込まれる中、合併特例債等の有利な地方債が活

用できない状況においては、これまでの投資に重点化した予算から必要最小限の投資へと転

換する必要があります。 

財政収支の見通しでは、令和６年度に収支差額が１億 87 百万円の赤字となり、財政調整

基金による赤字補填を行わなければならない非常に厳しい財政状況が懸念されます。 

このため、更なる歳入確保及び歳出削減に向け、上天草市行政改革実施計画（以下、「行

政改革実施計画」と言う。）、上天草市公共施設等総合管理計画アクションプラン（以下、

「アクションプラン」と言う。）において取組目標を設定したうえで、対策を講じます。 

 

 （３）具体的な対策について 

① 行政改革実施計画に基づく対策 

ア 収納向上対策連絡会議の活用により各収納担当課と連携を図り、滞納の未然防止及び

収納率の向上による市税等の自主財源を確保する。 

イ 分担金、負担金、使用料等について、適正な受益者負担を求めるため、原価コストを

反映した適切な料金設定となるよう見直す。 

ウ 資金の長期的かつ積極的な運用により、運用益を獲得する。 

エ ふるさと応援寄附金の増加に向けた取組みを推進する。 

オ 補助金ガイドラインに基づき、各補助事業の内容及び効果を検証し、補助対象や補助

率の見直しと、終期設定の検討を行う。 

カ 普通建設事業について、必要性、事業規模や実施時期等の精査を行い、財政規模に応

じて計画的な実施を図る。 

キ 市債の新規発行について、経常収支比率及び実質公債費比率を踏まえたうえで、世代

間負担の公平化を図るため、適正な発行額と償還期間を設定する。 

 

② アクションプランに基づく対策 

    ア アクションプラン及び個別施設計画に基づき、スリムで効率的な行政運営を行うた
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め、適正な施設規模及び配置の見直しや合理化に長期的な視点で取り組む。 

イ 計画的な施設整備や長寿命化を図ることにより、維持管理コストの縮減や平準化に取

り組む。 

ウ 合理化により不要となる公有財産を売却し、その財源を公共施設マネジメント基金に

積立てる。 

③ その他の対策 

ア 財政調整基金を適正規模確保したうえで、将来的な支出に備えて特定目的基金へ計画

的な積立てを行う。 

イ 今後の国における地方財政対策を注視し、経済対策に伴う補助制度や有利な地方債等

の情報収集に努め、適時に事業を実施することで本市負担を抑制する。 

ウ 特別会計における事務事業の見直しや、企業会計における経営健全化計画に基づく取

組み等により、一般会計から特別会計及び企業会計への繰出金を抑制する。 

エ 本市財政の将来見通し等に係る全庁全職員の意識の共有化を図り、健全な財政運営に

向けメリハリのある予算編成を行う。 

 

 （４）財政収支の見直しについて 

本計画策定後の社会情勢の変化や国・県等による法令や制度改正等を注視するとともに、

歳入確保及び歳出削減に向けた取組みの成果、毎年度の決算状況等を勘案したうえで、市民

の多様化したニーズや時代の変化に柔軟に対応していくため、財政収支については毎年度、

見直すものとします。 


